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平成２９年度決算に基づく財政健全化及び経営健全化審査意見書について 

 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定

により、審査に付された平成２９年度決算に基づく健全化判断比率、資金不足比率及び

その算定の基礎となる事項を記載した書類を審査したので、その結果について、次のと

おり意見書を提出します。
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平成２９年度決算に基づく財政健全化審査意見書 

 

１ 審査の概要 

  この財政健全化審査は、市長から提出された健全化判断比率及びその算定の基礎とな

る事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。 

 

２ 審査の期間 

  平成３０年８月２４日から平成３０年８月３１日まで 

 

３ 審査の結果 

  審査に付された下記「健全化判断比率」及びその算定の基礎となる事項を記載した書

類は、それぞれの比率の算出過程において、算出根拠となる台帳等の確認を行った結果、

いずれも適正に作成されているものと認められる。 

記 

□健全化判断比率                          （単位：％） 

 平成 29 年度 平成 28 年度 比較 早期健全化基準 

実質赤字比率 ―   ―   ― １２．１５ 

連結実質赤字比

率 
―   ―   ― １７．１５ 

実質公債費比率  １０．５  ９．９ ０．６ ２５．０ 

将来負担比率  １２．９  ２２．７ △９．８ ３５０．０ 

（注１）実質赤字比率、連結実質赤字比率は、赤字が生じていないため「－」表示とした。 

（注２）早期健全化基準は国が示している数値で、この数値を超えると財政健全化計画を

定め早期健全化を図る必要がある。 

 

４ 個別意見 

(１）実質公債費比率は３か年平均で１０．５％となり、昨年度の比率９.９％と比較し、

０．６ポイント増加した。単年度毎の比率は次頁のとおりである。坂下病院への繰

出金（補助金）及び合併特例期間終了に伴う普通交付税の段階的縮減が比率悪化の

主な要因である。今後、リニア関連を中心とした大規模事業が予定されており、更

に普通交付税の段階的縮減が続き、比率の更なる悪化が懸念される。ランニングコ

ストの削減、新規借入金抑制等により引き続き財政の健全化を着実に達成されるよ

う努められたい。 

 

（２）将来負担比率は１２．９％で、昨年度の比率と比較して９．８ポイント減少した。

新規の借入金の抑制により地方債の現在高は減少しており、今後も健全な財政運営

に努められたい。 
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５ 各健全化判断比率の算出方法 

（１）実質赤字比率 

   標準財政規模に対する一般会計を対象とした実質赤字の割合 

 

 

 

（２）連結実質赤字比率 

   標準財政規模に対する全会計を対象とした実質赤字の割合 

 

 

 

 

 

（３）実質公債費比率（3 か年平均「％」） 

   標準財政規模に対する公債費及び公債費に準ずる経費の割合 

 

 

   

 

 

   【 平成２７年度 】 

 

 

 

   【 平成２８年度 】 

 

 

 

   【 平成２９年度 】 

 

 

 

 

    【 ３か年平均 】 

 

 

 

 

一般会計実質赤字額  △2,854,967 千円 

―――――――――――――――――――――― ×100  

標準財政規模      24,038,963 千円 

連結実質赤字額    △7,110,662 千円 

―――――――――――――――――――――――― ×100 

標準財政規模     24,038,963 千円 

※実質赤字額及び連結実質赤字額が発生していない場合は、△で表示します。 

 

（元利償還金＋準元利償還金）－（特定財源＋元利償還金･準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ×100 

標準財政規模－元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 

 9.34108 + 11.34744 + 10.91916 ％  

―――――――――――――――――――  ＝ 10.5％ 

         3 

7,294,989 千円 － 5,175,206 千円 

――――――――――――――――――― ×100 ＝ 10.91916 ％ 

24,038,963 千円 － 4,625,533 千円 

 

7,169,886 千円 － 5,267,576 千円 

――――――――――――――――――― ×100 ＝ 9.34108 ％ 

25,076,106 千円 － 4,711,119 千円 

 

7,584,124 千円 － 5,345,272 千円 

――――――――――――――――――― ×100 ＝ 11.34744 ％ 

24,532,268 千円 － 4,802,253 千円 
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（４）将来負担比率 

   標準財政規模に対する一般会計が将来負担すべき実質的な負担の割合 

 

 

 

①将来負担額   

②充当可能基金額   

③特定財源見込額 

④地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額 

⑤元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① －（②＋③＋④） 

――――――――――――― ×100 

標準財政規模 － ⑤ 

64,531,871 千円  －  62,015,384 千円 

―――――――――――――――――――――――― ×100 ＝ 12.9 ％ 

 24,038,963 千円  －  4,625,533 千円 

24,431,273 千円 － 4,776,253 千円 
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平成２９年度決算に基づく経営健全化審査意見書 

 

１ 審査の概要 

 この経営健全化審査は、市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事

項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。 

 

２ 審査の期間  

 平成３０年８月２４日から平成３０年８月３１日まで 

 

３ 審査の結果 

 審査に付された下記「資金不足比率」及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、

いずれも適正に作成されているものと認められる。 

  

記 

□資金不足比率                           （単位：％） 

会計名 平成２９年度 平成２８年度 経営健全化基準 

水道事業会計 ― ― ２０．０ 

病院事業会計 ― ― ２０．０ 

下水道事業会計 ― ― ２０．０ 

農業集落排水事業会計 ― ― ２０．０ 

特定環境保全公共下水道事業会計 ― ― ２０．０ 

個別排水処理事業会計 ― ― ２０．０ 

（注１）資金不足比率は、いずれも資金不足でないため、「－」表示とした。 

（注２）経営健全化基準を超えた場合は、公営企業会計ごとに経営健全化計画を定め、 

早期健全化を図る必要がある。 
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４ 資金不足比率の算出方法 

  資金不足比率とは、資金の不足額が事業の規模に対してどの程度あるかを示すもので

公営企業会計ごとに算定した額となる。 

 

○法適用企業（水道事業会計、病院事業会計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○法非適用企業（下水道事業会計、農業集落排水事業会計、 

特定環境保全公共下水道事業会計、個別排水処理事業会計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{(流動負債－控除企業債等－控除未払金等－控除額)＋算入地方債の現在高－(流動資産－控除財源－控除額)}－解消可能資金不足額 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――                   
事業の規模（営業収益の額－受託工事収益の額） 

歳出額＋算入地方債の現在高－（歳入額－翌年度に繰り越すべき財源）－解消可能資金不足額 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

事業の規模（営業収益に相当する収入の額－受託工事収益に相当する収入の額） 

△1,394,027 千円 

水道事業会計の資金不足比率＝  ――――――――――――― 

1,786,740 千円 

△1,263,900 千円 

病院事業会計の資金不足比率＝  ――――――――――――― 

8,363,524 千円 

△82,158 千円 

下水道事業会計の資金不足比率   ＝ ―――――――――――― 

505,815 千円 

△29,874 千円 

農業集落排水事業会計の資金不足比率＝ ―――――――――――― 

141,142 千円 

特定環境保全公共下水道事業会計        △50,632 千円 

の資金不足比率＝ ―――――――――――― 

359,311 千円 

△1,845 千円 

個別排水処理事業会計の資金不足比率＝ ―――――――――――― 

4,056 千円 

※資金の不足額が発生していない場合は、△で表示します。 


